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施策①-1 噛むことから始める乳幼児期からの食育の推進 

 
〈噛む力、飲み込む力の育成〉 

□乳児にとって、食は人生初めての冒険です。母乳（ミ

ルク）を吸い、さまざまな味や舌触りの離乳食と出

会うことで、好奇心や考えるちからを育んでいきま

す。また、人は食物を「口」から摂りこみ、十分に咀嚼
そしゃく

することによって、身体の栄養のみならず五感を通

した味わいや寛ぎなどの心の糧を得ることができま

す。しかしながら、食習慣の多様化、子どもが大人

の生活習慣に引き込まれ、子どもの食事時間・食べ

方・食生活にあっていないこと、食事をコ

ミュニケーションの場として考えていない

ことなどから、噛めない子・噛まない子・

飲み込めない子といった咀嚼や摂食嚥下
せっしょくえんげ

な

ど口腔機能の未発達な子どもが増加する傾

向にあり、健康への影響が心配されています。乳幼児期から学童期にい

たる間に、口腔内の諸器官を健全に保ちながら、適切な咀嚼の習慣を身

につけることが必要です。「噛んで食べること」は、子どもの成長ととも

に自然に身につくものではなく、適切な離乳の進め方、食物の形態等が

あって、はじめて獲得できる能力です。さらに、噛まない理由としては、

むし歯による痛みで噛めない、歯のはえ方と食物の大きさ・固さ、食べ

る時間があっていないこと、生活習慣が不規則で食欲がないこともあり

ます。乳幼児を持つ母親やその家族、子育てを支援する関係者に対して、

乳幼児の生活習慣を踏まえながら、乳幼児の噛む力、飲み込む力の育成

を支援するための正しい知識の普及啓発を図ります。 
□しっかり噛んで食べる習慣が身につくことにより、栄養面の偏りや食べ

過ぎが改善されメタボリックシンドロームの予防、心と体の健康保持増

進などにつながっていきます。生活習慣病の予防や全身と口腔の関係等

を考慮しながら、口腔保健週間（歯の衛生週間）や「いい歯の日」の実

２．ちばの食育推進の施策内容 

①親から子へつなぐ生命
い の ち
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市町村、保育所及び幼稚園等で働いている人たちの会話の

中で、乳幼児の摂食嚥下に関する相談を受けることに不安を

持っているとの意見がありました。「乳幼児に適した食形態は

どういうものか」、「経験が不足しているので、指導の具体例

をもっと勉強したい」、「基礎的な知識が少ない」、「障害児に

対してどうしたらよいか」などでした。そこで、山武健康福

祉センターでは、平成１５年度に保健師、栄養士、歯科衛生

士等の多職種からなる会議を設置し、お母さんからどのよう

な質問を受けるか、指導時の不安、悩み及び不足している知

識等を整理し、マニュアルを作成しました。このマニュアル

をテキストとしながら研修会を開催していきます。 
  

施など、市町村等との連携を中心とした普及啓発

を行い、県民の歯科保健意識の向上を図ります。 

□社団法人千葉県歯科医師会では、栄養や歯科保健

に関わる県内の大学関係者等の専門家で構成さ

れた「食育を支える千葉県口腔保健円卓会議」を

組織し、「食育から長寿へ 生涯の食生活とよい

生活習慣を支えます」と題する冊子をとりまとめ

るなど、歯科保健の分野からの食育への取り組み

についての提案や実践が進め

られています。また、社団法

人千葉県歯科衛生士会では、

幼児期からの規則正しい食生活と丈夫な歯でゆっく

りかむことへの習慣づくりを奨めるため、「かむ子・

のびる子・元気な子」～健康かみかみ弁当～の作品を

募集し、表彰するなど普及啓発に努めています。こう

した関係団体等と連携を図りながら、食育事業を推進

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□本県は、平成 13年度から「かむ機能の向上」を考慮した取組として、「健
康ちば 21」の中に「千葉県の農水産物を利用して、よくかんで食べる習
慣を身につける」ことを目標にして事業を展開しています。社団法人千

葉県歯科医師会では、千葉県が生産量第一位で、かむ力を必要とする「落

花生」や千葉県産のかたくちいわしを原料とした「たづくり」＊などを県

内の小学校等に配布し、噛むことの大切さの普及啓発を行っていきます。 
＊たづくり（田作、たつくり）：カタクチイワシの幼魚の乾燥品、およびそれを調理した料理。 

 別名、ごまめ。田畑の高級肥料としてイワシが使われていた事から豊作を願って食べられた。 
 

 

 

よくかんで 恵みに感謝 ありがとう 

広げよう！ちばの食育 「食育啓発標語」入選作品から
 

ありがとう 

第３章 ちばの食育推進の施策内容 
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〈乳幼児からの食育の推進〉 

□乳幼児の食生活は、生涯の健康の基盤となるものであり、その後の健康

づくりに大きな影響を与えます。安心と安らぎのある授乳期・離乳期の

食育や乳幼児の成長の過程に応じた食育は、人との関わりの中から一生

を通じて食べることの礎を作ります。市町村では、母親（両親）学級、

新生児訪問、乳幼児の健康診査や相談及び地区組織活動を通し、望まし

い食習慣を身につけ、自ら進んで食べようとする意欲を育てることなど、

成長に応じた子育て支援を継続的に実施します。また、県健康福祉セン

ターでは、長期療養児の食育に関する支援を母子専門相談等を通して行

います。 

□母親並びに乳幼児の健康を確保し増進するために、妊娠前から適切な食

生活の重要性や妊産婦等を対象とした生活習慣の改善に関する健康教育、

栄養指導の充実を図ります。特に、不足しがちなビタミン・ミネラルや

カルシウムの摂取にこころがけるなど、妊娠前からのバランスのよい食

事を推進します。また、「妊娠婦のための食生活指針」の普及・啓発や

「授乳・離乳の支援ガイド」の活用を図ります。 

□市町村と協力し、生後 4 か月までの子どもを持つ家庭に対し全戸訪問を

実施し、「子育てをひとりで抱え込まないで」というメッセージとともに、

子育て支援の情報を掲載したリーフレットを直接手渡します。このこと

により、子育て家庭をみんなで支える気持ちを伝えます。この事業を全

県統一的に実施することで、市町村と県の地域力強化への連携を深めま

す。さらに、市町村と連携しながら、親子が触れあい、話し合い、絆を

深め、地域で家庭教育力の向上や子どもの成長を支えていこうという意

識を全県で広げるとともに、学校と地域が一体となった家庭教育支援を

推進します。 

□母子ともに健康で、充実した子育てができるよう、市町村を通じて、乳

幼児の健康相談や健康診査の機会を捉え、食生活や栄養指導、歯科保健

指導、心身の健康の保持増進の取組を推進します。また、1 歳 6 か月児健

診・3 歳児健診の際に、子育て家庭の意識調査を実施し、県及び市町村の

子育て支援施策充実のための指標として活用します。 

□地域保健と学校保健との連携のもとに、子どもの肥満等小児生活習慣病

の予防に努めます。 

 

施策①-2 保育所・幼稚園での食育の推進 

□保育所は、乳幼児が生活時間の大半を過ごす場です。保育所における食

育は、乳幼児にとって健全な心身の発達のために欠くことのできないも

のであり、また、食べることを通して人との関わりや、健康と食物につ

いて関心を持たせることが重要です。このような背景を基に、乳幼児の

発達段階に応じた噛む力を育て、その成長にふさわしい食生活のために、
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各保育所が食育の計画を含めた保育計画を作成するよう支援します。 

□保育所における食育の推進には、乳幼児の保育を担う保育士をはじめと

した保育所の職員が、食育の必要性やその重要性を十分に理解している

ことが不可欠です。このため、保育に従事する職員を対象とした研修や

啓発の実施に努めます。また、食育の指導にふさわしい専門的な知識や

資格を有する栄養士等の設置を促します。 

□核家族化の進行などにより、子育て中の親が孤立する傾向にあります。 

そこで、すべての保育所が、子育てについての相談や情報提供の場であ

る「地域子育て支援センター」としての機能を発揮できるよう支援しま

す。この「地域子育て支援センター」における育児相談、園庭の開放、

育児講座・講習会、体験保育などを通して子育てに役に立つ「食」に関

する情報の提供に努めます。 

□幼稚園においても、幼児期からの適切な食事の取り方や望ましい食習慣

の定着、豊かな人間性の育成を図るために、「食に関する指導」を教育課

程に位置づけるとともに、各幼児の生活の実情に配慮し、和やかな雰囲

気の中で教師や他の園児と食べる喜びや楽しさを味わったり、食べ物に

関心をもち、進んで食べる気持ちを育てる教育活動の充実を図ります。

また、幼稚園教育と小学校教育との円滑な移行のため、幼児と児童の交

流の機会を設けたり、教師の意見交換や合同の研究の機会を設けたりす

るなど、幼稚園と小学校との食育についての連携を促進していきます。 

 

施策①-3 県民一人ひとりの生涯にわたる健康づくり 

 

〈健康ちば 21 の推進〉 

□「自分らしくいきいきと暮らし続ける

ために、一人ひとりの健康力を育てよ

う」を基本理念とする、健康増進法に

基づく県の健康増進計画として「健康

ちば２１」を策定しました。この計画

は、健康を構成する要因である、個人、

社会、環境の全ての面で、県民一人ひ

とりの健康力を育てていこうとする

ものです。「健康ちば 21」では、健康

は自ら守りつくるものという視点に

立つとともに、県が県民一人ひとりの

健康づくりの実現に向けて、各分野の

様々な団体とともに積極的に取り組

んでいきます。 

第３章 ちばの食育推進の施策内容 

関連サイト情報 
サイト名：健康ちば２１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

運営・管理：健康福祉部健康づくり支援課 

ｱﾄﾞﾚｽ：

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_ken

zou/kenkouchiba21/index.html  
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〈健康県ちば宣言プロジェクトの推進〉 

□健康づくりは、誰もが一人ひとりの状況に合わせて、自分の健康につい

ては自分が主役なのだという認識を持ち、実践していくことが大事です。

そこで、千葉県では、県民一人ひとりが健康宣言を行い、それを積み重

ねることによって、「日本一の健康県」の実現を目指す「健康県ちば宣言

プロジェクト」を進めています。県は、医療・福祉団体・経済団体等と

連携し、健康づくり・医療・福祉の 3 分野を連動させて、戦略的な広報

を展開します。また、県民主体の運動体の活動支援やホームページ等に

よる啓発、健康県ちば宣言推進イベントの開催等を通して、普及啓発を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈一人ひとりに応じた健康づくりの推進〉 

□千葉県においては、今後、人口の高齢化等によって、が

ん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病の患

者数が増大することが予想されています。生活習慣病有

病者やその予備軍は、内臓肥満、高血糖、高血圧、高脂

血症の状態が重複している場合が多く、脳卒中や心筋梗

塞の発症の危険性がさらに高いことが明らかになって

きました。内臓脂肪型肥満によって様々な病気が引き起

こされやすくなった状態のことを「メタボリックシンド

関連サイト情報 
サイト名：健康県ちば宣言プロジェクト
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

運営・管理：健康福祉部健康福祉政策課 

ｱﾄﾞﾚｽ：http://www.chiba100.net/  

 

健康県ちば宣言 

千葉県 
｢脱！メタボ｣ 
シンボルマーク
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ローム（内臓脂肪症候群）」と呼んでいます。生活習慣の改善により内臓

脂肪を減少させることが生活習慣病の発症を予防する鍵と考えられてい

ます。生活習慣病をはじめとする疾病は、性差、年齢、個人の長年の生

活習慣、環境要因、遺伝要因等が複雑に絡み合って発症、進展するもの

です。一人ひとりの状況に対応した、栄養指導や保健指導を提供し、生

活習慣病予防や健康づくりを推進します。 

□県民一人ひとりの生活習慣、性差、病歴、遺伝的体質を考慮し、その状

態の違いに応じた科学的根拠に基づく健康づくりを推進するため、県民

一人ひとりに合わせた新しい健康づくりの概念に基づく健康施策「健康

生活コーディネート」の理念の普及を図ります。また、地域における健

康づくりへの関心を高め、住民自らが積極的に健康づくりに参加するた

めの事業など、生活習慣病予防対策を先進的に実施する市町村を支援し

ます。 

健康生活コーディネーター事業で使用している 

簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈食からはじまる健康づくりの推進〉 

□生活習慣病予防には、バランスのとれた食

生活や運動の習慣化等が大切であり、また、

若年期から取り組むことが重要です。朝食

欠食の増加、若い女性のやせと栄養の偏り、

男性肥満者の増加など、食生活の改善を図

るため、「しっかり朝食！たっぷり野

菜！！」をスローガンに地域や企業との協

働による食育を通じて、生活習慣にターゲ

ットを絞った普及啓発を推進します。 

【子どもの健康づくり】 

□一人ひとりの子どもが命を大切にし、自

らの健康について関心を高め、望ましい

生活習慣が身につくよう、学校・市町村・

『ＢＤＨＱ』 

 東京大学大学院教授佐々木敏医学博士

の開発した「簡易型自記式食事歴法質問票

(brief-type self-administered diet 

history questionnaire）」のことです。 

これは、最近１か月間の食習慣について

おたずねし、これからの健康維持・増進に

役立てていこうとするものです。 

第３章 ちばの食育推進の施策内容 

食生活のチェックシート 
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地域の協働により、体験学習も含めた子どものころからの食育を展開し、

生活習慣病予防を推進します。また、適切な食生活や生活習慣の継続に

は、家庭の役割も大きいことから、地域においても、家庭における生活

習慣病予防のための取組を支援します。 

□学校と地域の協働による子どもの健康づくりを推進するために、養護教

諭等を対象とした研修会を開催し、連携を深めるとともに従事者の資質

の向上を図ります。 

 

【家庭へ届けるちばの味づくり】 

□ライフスタイルの多様化により、外食や中食
なかしょく

（テイクアウト・惣菜等）

を利用する人が増えていることから、企業との協働により、健康に配慮

したヘルシーメニューの普及啓発を行い、働き盛りのメタボリックシン

ドロームの予防のための食の普及を図ります。また、給食施設、レスト

ラン、食品売り場において、ヘルシーメニューの提供数の増加を目指す

など、食の環境づくりを推進します。 

□健康増進法に基づき、特定の人に継続的に食事を提供する給食施設に対

して、利用者の身体状況等に基づき、適正な食事が提供されるよう指導

及び助言を行います。また、職場の食堂等における、より一層健康に配

慮したメニューの提供や栄養、食生活等に関する情報提供など、健康づ

くりに向けた取組を支援します。 

 

【子ども・若者から発信する健康づくり】 

□生活習慣病予防や健康づくりは、一人ひとりの継続した取り組みが基本 

ですが、個々の取り組みを地域全体で支援する仕組みづくりが大切です。 

様々な体験や地域における世代を超えた交流活動により、地域に伝わる

食生活の知恵や適正な生活習慣など「ちば型食生活」の普及啓発を図る

ため、高校生、大学生及び健康づくり関係団体で組織する「ちばの食と

健康楽（たのしみ）隊」の活動を推進し、地域における県民を巻き込ん

だ活動と地域全体の健康づくりに取り組みます。 

 

〈8020 運動の推進〉 

□「食事」は、生まれてすぐに始まり、生涯にわたって続きます。よく噛

んで、味わって食べることは、健康の維持だけでなく、私たちに楽しみ

を与え、豊かな生活の彩りとなります。生涯にわたって、歯と口腔の健

康を保つことは、とても大切なことです。県民すべてが歯の健康を維持

し、生涯を通じて食事や会話を楽しむことができる健康で豊かな生活の

確保を目指して「8020運動＊」の推進・充実を図ります。 
 ＊「80歳になっても 20本以上自分の歯を保とう」という運動 
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□要介護高齢者にとって、歯と口腔の健康を保ち、「口から食べること」は、

食生活の改善、円滑な日常会話の促進、誤嚥性肺炎
ごえんせいはいえん

＊等の発症の予防を通

じ、生活の質（ＱＯＬ：クオリティーオブライフ）を向上させます。高

齢者の介護予防や介護度の重症化防止のため、摂食嚥下障害に対する機

能訓練を含む歯科保健医療対策を充実するとともに、口腔機能の向上の

必要性とその対応について正しい知識を普及啓発し、口腔機能の向上を

推進します。 
   ＊口の中の細菌類、食べ物や水分が、食道に行かずに気道（気管）を通って肺に入る

ことによって起こる肺炎 

□社団法人千葉県歯科医師会及び社団法人千葉県歯科衛生士会においても、

歯科保健の分野からの食育への取り組みについて提案や実践が進められ

ています。こうした関係団体等と連携を図りながら、8020 運動の推進と

歯科保健に関する指導の充実を図っていきます。 
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 ＊食からはじまる健康づくりの絵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食からはじまる健康づくりへの道
 脱メタボ「ちば型食生活」の推進

・千葉県は、食生活の影響が大きいと思われる糖尿病、心疾患、脳血管疾患の死亡率が全国平均より高く、今後、
  急速な高齢化の進行により、更に悪化すると思われる。

・県内の医療圏別に死亡率等を比較した場合、極端な地域差はない。

○糖尿病死亡率の増加（男性：全国ワースト９位、女性：全国ワースト８位）、○肥満者の増加（20～60歳代男性
26.1％）、○若い女性のやせと栄養の偏り（20歳代女性のやせ20.0％）、○ 朝ごはん欠食（20歳代男性44.8％、
15～19歳22.7％）、○野菜の摂取不足（平均摂取量284g）、○外食する機会の増加

現状・課題

「健康な食の環境づくりに向けた新たな県民運動の展開」
～しっかり朝食！たっぷり野菜！！～
◎子どもの頃からの適正な食習慣と生活習慣を身につけます。
◎食品関連企業と連携したヘルシーメニューの普及を促進します。
◎「ちばの食と健康 楽（たのしみ）隊」の活動により地域からの波動を促します。

メタボリックシンドローム予防

地域との協働で進める子どもの健康づくり
「学童期からの生活習慣病予防事業」<新規>
若年者のための健康づくり推進事業
・若年者のための食と健康教室
・食育指導者研修会
・食生活改善推進員研修（県食生活改善協議会委託）
「学生考案のコンビニ弁当コンテスト」<新規>
「元気なちばっ子かむ機能発達支援事業」<新規>
「８０２０達成者等活用歯科保健事業」<新規>

企業との協働でつくる「ちばの味と健康」
「家庭で作れるヘルシーメニューちばの味100選」<新規>
「ヘルシーメニューちばの味」普及事業<新規>
「学生考案のコンビニ弁当コンテスト」〈新規：再掲〉
健康ちば協力店推進事業
調理師等研修事業（県調理師会委託）
・「ヘルシーメニュー講習会」
・「中堅調理師研修」

子どもや若者から広げる地域の健康づくり
「ちばの食と健康 楽（たのしみ）隊」事業〈新規〉
・「ちばの食と健康 楽（たのしみ）隊」の結成 <新規>…高校生、大学生及び健康づくり関係団体による
・「ちばの食と健康 楽（たのしみ）隊」学習会
いきいき健康生活支援事業
・「ふさのくに歩いて健康マップ」の普及
・よい生活習慣推進講習会 （県食生活改善協議会委託）

             目標！
朝ごはん欠食をなくす
未成年→０％、成人→15％以下
野菜の摂取量を増やす
小・中学生→３００ｇ以上／日
成人→３５０ｇ以上／日
毎食に「いただきます、ごちそうさま」

健康福祉部健康づくり支援課（平成20年6月）
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施策①-4 家庭における食育の支援 

 

〈親から子へ伝える食育の推進〉 

□家庭は「食を楽しみ育む場」です。家族で食卓を囲み、

食の楽しさを親から子へ伝えていく家庭での食育を推

進します。生涯を通じて、家庭が「食を楽しみ育む場」

であるためには、食に対する子どもの好奇心や考える

力を大事に育て、食から人としての形成につながるよ

うな家庭における食育思想や環境づくりが必要です。親子がふれあい、

話し合い、絆を深め、地域で家庭教育力の向上や、子どもを地域で支え

ていこうという機運を県内全域に広げていくとともに、学校と地域が一

体となった家庭教育支援を推進します。 
□現在市町村で実施している母親（両親）学級や新生児訪問、乳幼児健康

相談、育児学級等を通じて、子育て家庭が、母乳から始まる子どもの食

への好奇心に気づき、食から考える人としての力を育てることに楽しみ

を見出すことができるよう、サポートしていきます。また、「妊産婦のた

めの食生活指針」の普及・啓発や「授乳・離乳の支援ガイド」の活用を

図ります。 
□心身の発達が著しく、疾病の早期発見が得やすい 4ヶ月ま
での子どもを持つ家庭に対して、県内全域の市町村で全戸

訪問を実施し、子育て支援の情報を直接届けるとともに、

子育て家庭を地域のみんなで支える気持ちを伝えていき

ます。 
□家庭の食習慣は、子どもに大きく影響することから、家族全体を対象と

した食育の推進を図る必要があります。家庭における食育を推進するた

めに、家庭を取り巻く保健センター、保育所に加えて、児童館、子育て

支援センターなどが連動し、具体的で実践的な支援を推進します。 
 

〈家庭教育支援の中での食育の推進〉 

【いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプランの活用】 

□子どもたちが、生涯にわたり心身ともに健康に生きるために必要な「運

動」「食事」「休養・睡眠」に係る「望ましい食習慣・生活習慣と確かな

知識」そして、「よりよい行動選択ができる能力」を身につけるために、

平成 18 年度に「いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプラン」を作

成しました。このモデルプランに基づき、子どもたち一人ひとりが自分

にあった「健康・体力づくりプラン」を学校で作成し、学校・家庭・地

域で実践することを目指します。目標を達成するためには、家族の協力

が不可欠です。そこで、学級懇談会や学校便りを利用して保護者に十分

理解いただくと同時に、子どもと一緒に取り組むよう協力を呼びかけて

第３章 ちばの食育推進の施策内容 
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いきます。リーフレットの配布や学校からの情報発信などを通して、こ

のモデルプランの普及啓発を図ります。 

 

【家庭教育の支援】 

□家庭教育は、子どもの基本的な生活習慣・生活能力、健康な心身の育成、

豊かな情操、思いやりや善悪の判断などの基本的倫理観や社会的マナー

などの「生きる力」の根本的な資質や能力を育てる出発点です。人間が

生きていく上で、最も重要な「食」と「健康」についての認識を持つと

ともに、食事のバランスや規則正しい生活リズムに心がけるなど、親子

で十分に留意することが必要です。そこで、子どもの発達段階に応じた

生活習慣、学習習慣、食育等も含めた家庭教育に関する知識や手立てを

内容とする「親と子どものまなびサイト」を開設するほか、家庭教育手

帳を配布するなど、家庭教育支援の取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「すくすく のびのび 子どもの生活習慣改善」キャンペーンでの取組】 

□子どもたちの学習意欲や体力の低下と、家庭における食事や睡眠などの

基本的な生活習慣の乱れとの相関関係が指摘されて

いることから、子どもたちを取り巻く環境において共

通する条件を多くもつ首都圏の八都県市では、子ども

に望ましい生活習慣を身につけさせるために、共同し

て、「すくすく のびのび 子どもの生活習慣改善」

キャンペーンに取り組み、家庭に呼びかけています。 

 

〈県の関連計画と連携した家庭への支援〉 

□健全な食生活や食習慣・生活習慣を培う家庭の機能低下が指摘されてい

る中で、地域のちからで家庭を支援していくことが求められています。

このことは、食育に限らず、次世代育成支援、青少年の健全育成、家庭

教育力支援といった分野においても共通のテーマです。県が策定した、

「千葉県次世代育成支援行動計画」や「千葉県青少年健全育成計画」、「千

 
家庭教育手帳 -千葉県版- 

【乳幼児編】【小学生（低学年から中学年）編】【小学生（高学年）～中学生編】 
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葉県教育の戦略的なビジョン」においても、地域のちからに着目して家

庭を支援していく取組を行う中で、健全な食生活や食習慣・生活習慣の

確立はすべてに共通するものです。こうした関連する計画の推進と一体

となり、「食」を切り口に、あらゆる分野であらゆる機会をとらえて、家

庭への支援に努めます。 

 

〈家族みんなで創る食卓〉 

□県民意識調査によると、家事等の役割分担は「夫婦とも同じ位に行う」

ことを理想としながらも、家事の大半を妻が担っている現状にあること

が分かりました。また、特に母親が周囲の支援を受けられずに孤独な子

育てを強いられているという現象も起きています。家事、子育て等への男

女、特に男性の共同参画意識を高めるための広報・啓発を実施するとともに、

ちば県民共生センターの講座等において学習機会を提供し、家庭におけ

る男女共同参画の促進を図り、家庭における食育についてもともに担う

気運を醸成します。 
□職場環境においては、仕事を優先とする職場風土の企業が多く、子育て

期にあたる 30 代から 40 代男性が長時間労働を余儀なくされている現状

にあります。男女がともに担う家庭における食育を推進するためには、その

基盤づくりが重要です。事業所自らが男女共同参画の推進を図り、家庭に目を

向けた仕事と生活の調和が取れた働き方の実現が必要なことから、男女共同参

画への取組が事業所の競争力強化や活性化、イメージ向上などに多くのメリッ

トがあることを事業所や県民に広く周知し、仕事と生活の調和を促進するため

の気運の醸成を図ります 

□男性の子育てへの参画やゆとりをもって子育てができる就労環境の整備を図る

など、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて企業・県

民に働きかけていくことが必要です。このため、セミナーの開催やワーク・ライ

フ・バランスの一歩を踏み出した企業を「“社員いきいき！元気な会社”宣言企

業」として公表するなどの取組を行っていきます。また、限られた時間の中で、

食に対する意識改革を図り、家庭に目を向けた仕事と生活の調和がとれ

た働き方を自ら工夫する意識の醸成を図ります。 

 

〈家庭における安全な食生活の確保〉 

□家庭における食中毒予防を普及するため、地域で開催

される親子料理教室等に出向き、正しい手洗いなどの

指導を行います。また、食品の安全に関する知識の普

及のため、「食の安全・安心レポート」などのリーフレ

ットを作成するとともに、食品衛生に関する出前講座

を開催します。 

□家庭において安全な食生活を送るために、食品の品質

第３章 ちばの食育推進の施策内容 
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表示や栄養成分表示についての正しい知識や食品衛生に関する正しい知

識の普及啓発を図ります。 
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参考．「健康ちば21」(平成20年3月改定)における食育関連の指標・目標値

(1)栄養･食生活

現　状
目　標
（H24）

出　典

①　栄養状態・栄養素(食物)摂取レベル

20～60歳代男性 29.9% 20％以下 ⓕ

40～60歳代女性 19.8% 17％以下 ⓕ

６歳 6.25% 5％以下 ⓖ

９歳 10.40% 7％以下 ⓖ

１２歳 10.67% 7％以下 ⓖ

20歳代女性のやせの者(BMI＜18.5)の減少 20.0% 15％以下 Ⓐ

20～40歳代の1日当たりの平均脂肪エネル
ギー比率の減少

26.2% 25％以下 Ⓐ

成人の1日当たりの平均食塩摂取量の減少 11.8g 10g未満 Ⓐ

成人の1日当たりの野菜の平均摂取量の増加 284g 350g以上 Ⓐ

牛乳･乳製品 107g 130g以上 Ⓐ

豆類 60g 100g以上 Ⓐ

緑黄色野菜 117g 120g以上 Ⓐ

②　知識･態度･行動レベル

自分の適正体重を認識し、体重コント
ロールを実践する者の割合の増加

61.6% 80％以上 Ⓑ

小学生 5.8% 0% Ⓒ

中学生 10.6% 0% Ⓒ

15～19歳（男子） 22.7% 0% Ⓐ

15～19歳（女子） 4.2% 0% Ⓐ

20歳代男性 44.8% 15%以下 Ⓐ

20歳代女性 31.3% 15%以下 Ⓐ

30歳代男性 37.3% 15%以下 Ⓐ

30歳代女性 23.3% 15%以下 Ⓐ

15歳以上男性 57.1% 80％以上 Ⓐ

15歳以上女性 61.3% 80％以上 Ⓐ

外食や食品を購入する時に栄養成分表示
を参考にする者の割合を増加

48.5% 60％以上 Ⓑ

成人男性 41.4% 60％以上 Ⓑ

成人女性 46.1% 60％以上 Ⓑ

成人男性 70.3% 85％以上 Ⓑ

成人女性 80.0% 85％以上 Ⓑ

③　環境レベル
職域等における給食施設、レストラン、
食品売り場において、ヘルシーメニュー
の提供数を増加

- 増やす -

地域、職域で、健康や栄養に関する学習
の場を提供する機会を増加 - 増やす -

（2）身体活動･運動

現　状
目　標
（H24）

出　典

①　児童・生徒の目標

男子 48.7 49.7 ⓞ

女子 48.3 49.3 ⓞ

男子 41.3 42.1 ⓞ

女子 49.7 50.7 ⓞ

男子 50.3 51.3 ⓞ

女子 50.7 51.7 ⓞ

②　成人の目標

成人男性 64.6% 74%以上 Ⓑ

成人女性 65.0% 74%以上 Ⓑ

成人男性 7,497歩 9,100歩以上 Ⓐ

成人女性 6,915歩 8,500歩以上 Ⓐ

成人男性 31.2% 46%以上 Ⓐ

成人女性 28.9% 36%以上 Ⓐ

③　高齢者の目標

男性(60歳以上) 51.6% 74%以上 Ⓑ

女性(60歳以上) 50.8% 70%以上 Ⓑ

80歳以上の全体 34.1% 45%以上 Ⓑ

まったく外出しない人の減少 70代の外出しない人 14.2% 3.6%以下 Ⓑ

男性(60歳以上) 51.5% 58%以上 Ⓑ

女性(60歳以上) 53.6% 58%以上 Ⓑ

男性(70歳以上) 5,358歩 6,700歩以上 Ⓐ

女性(70歳以上) 3,791歩 5,900歩以上 Ⓐ

中学校における新体力テストの平均点の向上
（全学年平均）

高等学校における新体力テストの平均点の
向上（全学年平均）

「日頃から日常生活の中で、健康の維
持・増進のために意識的に体を動かすな
どの運動をしている人」の増加

日常生活における歩数の増加

運動習慣のある者の割合の増加

日常生活の中で買物や散歩などを含めた
外出について、「自分から積極的に外出
する方である」とする者

何等かの地域活動を実施している者の増加

主食・副菜・主菜を組み合わせて食べて
いる者の割合を増加

自分の適正体重を維持することのできる
食事量を理解している者の割合の増加

自分の食生活に問題があると思う者のう
ち、改善意欲のある者の割合の増加

日常生活における歩数の増加

指　　標　 項　 目

肥満者の推定数の減少

児童･生徒の肥満児の減少

カルシウムに富む食品の成人の1日あたり
の平均摂取量の増加

朝食の欠食率の減少

朝食の欠食率の減少

指　　標　 項　 目

小学校における新体力テストの平均点の向上
（全学年平均）
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（3）歯の健康

現　状
目　標
（H24）

出　典

①　幼児期のう蝕予防の目標

う歯のない者 71.0% 80%以上 Ⓗ

一人平均う歯数 1.16歯 0.5歯以下 Ⓗ
３歳までにフッ化物歯面塗布を受けたこ
とのある者の割合の増加 53.3% 　　75%以上 Ⓘ

間食として甘味食品・飲料を１日３回以
上飲食する習慣を持つ者の割合の減少

1歳6か月児
11.0% 減少 Ⓘ

よくかんで食べる習慣を身につける － 増加 －

②　学齢期のう蝕予防等の目標
１２歳児における１人平均う歯数
（ＤＭＦ歯数）の減少 1.75歯 1歯以下 Ⓙ

小学校第1学年 67.0% 90%以上 Ⓘ

小学校第4学年 41.0% 90%以上 Ⓘ

中学校第1学年 28.1% 90%以上 Ⓘ

高等学校第1学年 24.4% 90%以上 Ⓘ
学齢期において過去１年間に個別的歯口清掃
指導を受けたことのある者の割合の増加 15歳～19歳 18.2% 30％以上 Ⓑ

③　成人期の歯周病予防の目標

40歳代 30.8% 20%以下 Ⓘ

50歳代 53.8% 30%以下 Ⓘ

20～24歳 35.6% 60%以上 Ⓑ

30～34歳 44.7% 60%以上 Ⓑ

40～44歳 52.8% 60%以上 Ⓑ

50～54歳 54.5% 60%以上 Ⓑ

60～64歳 59.1% 60%以上 Ⓑ

喫煙で以下の疾患にかかりやすくなると
思う人の割合

歯周病 30.4% 100% Ⓑ

禁煙、節煙を希望する者に対する禁煙支援プ
ログラムを全ての市町村で受けられるように
する

26.8% 100% Ⓔ

成人男性 34.8% 26％以下 Ⓑ

成人女性 10.8% 6%以下 Ⓑ

④　歯の喪失防止の目標
80歳で20歯以上を
有する者の割合 15.4% 20%以上 Ⓑ

60歳で24歯以上を
有する者の割合 43.1% 50%以上 Ⓘ

30歳代 28.3本 　　28.0本 Ⓘ
40歳代 26.0本 27.0本 Ⓘ
50歳代 23.8本 25.0本 Ⓘ
60歳代 20.6本 21.0本 Ⓘ
70歳代 13.8本 15.0本 Ⓘ
80歳代 6.9本 10.5本 Ⓘ

定期的に歯石除去や歯面清掃を受けてい
る者の割合の増加

20歳以上 28.2% 60%以上 Ⓑ

定期的に歯科検診を受けている者の割合
の増加

20歳以上 31.1% 60%以上 Ⓑ

フッ化物配合歯磨剤使用者の割合の増加 20歳以上 40.4% 90%以上 Ⓑ

喫煙する者の割合の減少

８０歳で２０歯以上及び６０歳における
２４歯以上を有する者の割合の増加

一人平均現在歯数の増加

学齢期におけるフッ化物配合歯磨剤使用
者の割合の増加

指　　標　 項　 目

３歳児におけるう歯のない者の割合の増加

歯間部清掃用器具を使用している者の割
合の増加

進行した歯周炎を有する人の割合の減少
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（4）メタボリックシンドローム

現　状
目　標
（H24）

出　典

①メタボリックシンドロームの概念

メタボリックシンドロームの概念を知っ
ている人の割合

76.60% 80% ⓛ

②メタボリックシンドローム該当者等の動向

男性（40～74歳） ３０３千人 ２７９千人 ⓕ

女性（40～74歳） １２７千人 １１９千人 ⓕ

男性（40～64歳） ２３４千人 ２０２千人 ⓕ

女性（40～64歳） ９６千人 ８５千人 ⓕ

男性（40～74歳） ２３２千人 ２１７千人 ⓕ

女性（40～74歳） １０２千人 ９５千人 ⓕ

男性（40～64歳） １７７千人 １５４千人 ⓕ

女性（40～64歳） ７０千人 ６０千人 ⓕ

男性（40～74歳）

女性（40～74歳）

男性（40～64歳）

女性（40～64歳）

③高脂血症有病者の動向

男性（40～74歳） ７８７千人 ７３６千人 ⓕ

女性（40～74歳） ５７５千人 ５３２千人 ⓕ

男性（40～64歳） ６２５千人 ５５５千人 ⓕ

女性（40～64歳） ３９４千人 ３３５千人 ⓕ

男性（40～74歳）

女性（40～74歳）

男性（40～64歳）

女性（40～64歳）

④　検診と事後指導

健診実施率 65.3% 70% ⓛ

保健指導実施率 ー 45% ⓛ

医療機関受診率 91.0% 100% ⓛ

（5）がん

現　状
目　標
（H24）

出　典

①　食生活の改善

20～40歳代の1日当たりの平均脂肪エネル
ギー比率の減少（再掲）

26.2% 25％以下 Ⓐ

成人の1日当たりの平均食塩摂取量の減少
（再掲）

11.8g 10g未満 Ⓐ

成人の1日当たりの野菜の平均摂取量の増
加（再掲）

284g 350g以上 Ⓐ

成人の1日当たりの野菜・果物の平均摂取
量の増加 ー 400g以上 Ⓐ

②　飲酒対策の充実

成人男性 5.7% 4.6%以下 Ⓐ

成人女性 1.0% 0.8%以下 Ⓐ

未成年者の飲酒をなくす － 0.0% －

「節度ある適度な飲酒」としては、１日
平均純アルコールで約20g程度である旨の
知識を普及する

1合程度と答えた者 68.4% 100.0% Ⓑ

２０年健診
データ

２０年度以降
策定

２０年健診
データ

２０年度以降
策定

高脂血症発症者の推定数

高脂血症発症者の推定数

メタボリックシンドローム新規該当者の
推定数

高脂血症有病者の推定数

高脂血症有病者の推定数

多量飲酒者の割合（１日に平均純アルコール
で約60gを越え多量に飲酒する者）の減少

指　　標　 項　 目

メタボリックシンドローム予備群の推定数

メタボリックシンドローム該当者の推定数

メタボリックシンドローム該当者の推定数

メタボリックシンドローム新規該当者の
推定数

指　　標　 項　 目

メタボリックシンドローム予備群の推定数

 

第３章 ちばの食育推進の施策内容 
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（6）母子保健

現　状
目　標
（H24）

出　典

①　健全な心と体の育成

悩みを相談できる人のいる高校生の割合
を増加

74.2% 増加へ ⓙ

「生後４ヶ月までの全戸訪問事業」を実
施している市町村数 31

100.0% ⓚ

②　安心して妊娠、安全で快適な出産ができる環境づくり

18.6% 100% Ⓞ

妊娠中に職場で配慮が受けられる妊婦の
割合を増加

配慮が受けられた
妊婦

67.0% 100% Ⓞ

90.4% 100% Ⓞ
妊産婦死亡率の減少 出生10万対 12.8 半減 Ⓟ

76.0% 100% Ⓞ

妊娠中の飲酒者をなくす 飲酒していた者 15.0% なくす Ⓞ
途中で禁煙した者 7.9% ー Ⓞ

妊娠中の定期健康診査の未受診者をなく
す

受けなかった者 0% なくす Ⓞ
低体重児の割合 8.5% 減少へ Ⓟ

極小低体重児の割合 0.7% 減少へ Ⓟ

31.2% 50.0% Ⓞ

③　子どもの健やかな成長、発達への支援

乳児健康審査 67.6% 100% ⓝ

1歳６か月児健康診査 69.1% 100% ⓝ

３歳児健康審査 56.3% 100% ⓝ

90.2% 100% Ⓞ

④　ゆとりある育児への支援

96.0% 100% Ⓞ

52.6% 減少へ Ⓞ

55.5% 半減 Ⓞ

ー 100% ー

84.6% 100% Ⓞ

指　　標　 項　 目

子どもと一緒に遊ぶ父親の割合を増加

育児について相談相手がいる母親の割合を増加

子育てに自信が持てない母親の割合を減少

小児科のかかりつけ医をもつ親の割合を増加

産後３ヶ月位の間に抑うつ気分があった母親の割合を減少

育児に参加する父親の割合を増加

乳児健康審査・1歳６か月児健康診査・３
歳児健康審査の未受診児の状況把握

全出生数中の低体重児・極小低体重児の
割合を減らす

出産後１か月時に母乳哺育をしている母親の割合を増加

「母性健康管理指導事項連絡カード」を知っている妊婦の割
合を増加

妊娠１５週以下（初期）での妊娠の届出率を増加

自分の希望した出産ができた者の割合を増加

 

Ⓐ 平成17年度 千葉県県民健康･栄養調査 Ⓥ 平成17年度 ダイオキシン類に係る常時監視結果

Ⓑ 平成17年度 千葉県生活習慣に関するアンケート調査 Ⓦ 平成17年度 環境白書

Ⓒ 平成17年度 千葉県学力状況調査 Ⓧ 平成16年度 千葉県農林水産部みどり推進課資料

Ⓓ 平成1７年 人口動態統計 Ⓨ 平成17年度 清掃事業の現況と実績

Ⓔ 平成17年度 千葉県老人保健事業補助金補足調査 Ⓩ 平成16年度 廃棄物処理計画策定に係る実態調査

Ⓕ 平成17年度 千葉県思春期保健実態調査 ⓐ 平成16年度 千葉県地球温暖化防止計画見直し基礎調査

Ⓖ 平成17年度 千葉県たばこ調査 ⓑ 平成16年度 フロン回収量実績報告書

Ⓗ 平成17年度 千葉県３歳児歯科健康診査 ⓒ 平成16年度 環境マネージメントシステムの見直し調査

Ⓘ 平成17年度 千葉県歯科保健実態調査 ⓓ 平成14～15年 人口動態統計

Ⓙ 平成17年度 児童生徒定期健康診断結果 ⓔ 平成17年 都道府県生命表

Ⓚ 平成17年度 老人保健事業報告 ⓕ 平成14～1７年度
健康増進及び疫学調査のための基本健康診査デー
タ収集システム確立事業解析結果報告書（平成１
９年千葉県衛生研究所）

Ⓛ 平成15年度 がん検診による精密検査結果評価事業 ⓖ 平成18年度 学校保健統計調査

Ⓜ 平成17年度 千葉県健康福祉部疾病対策課資料 ⓗ 平成18年
わが国の慢性透析療法の現況（（社）日本透析医
学会統計調査委員会）

Ⓝ 平成16年度 母体保護統計 ⓘ 平成17年 患者調査

Ⓞ 平成17年度 妊娠･出産･育児に関する実態調査 ⓙ 平成17年 思春期保健に関する実態調査

Ⓟ 平成1６年 人口動態統計 ⓚ 平成19年度
児童虐待防止施策の実施予定調べ(厚生労働省雇
用均等・児童家庭局)

Ⓠ 平成17年度 千葉県児童相談所受付件数（５か所) ⓛ 平成19年度 千葉県生活習慣に関するアンケート調査

Ⓡ 平成17年度 大気汚染状況の常時監視結果 ⓜ 平成16年 国民生活基礎調査

Ⓢ 平成17年度 千葉県環境生活部大気保全課資料 ⓝ 平成18年度 母子保健事業実績報告

Ⓣ 平成17年度 公共用水域水質測定結果 ⓞ 平成１８年度 新体力テスト

Ⓤ 平成17年度 浄化槽行政組織等調査 ⓟ みどり推進課資料

各　デ　ー　タ　出　典

 


